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前   文 

この計画は、国土利用計画法（昭和４９年法律第９２号）第８条の

規定に基づき、利府町の区域における国土（以下「町土」という。）の

利用に関し必要な事項を定め、町土の総合的かつ計画的な利用を図る

ための指針とするもので、宮城県国土利用計画（第五次）を基本とし、

本町の目指すべき将来像とまちづくりの方向性やそれを実現するため

の政策・施策を示した「利府町総合計画」に即して策定したものです。 

なお、この計画は、人口減少・少子高齢化や大規模災害等といった

社会情勢の変動があった場合は、必要に応じた見直しを行うものとし

ます。 
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１ 町土利用に関する基本理念 

町土は、現在及び将来における町民のための限られた資源であるとともに、生活

及び生産を通じた諸活動の共通の基盤です。公共の福祉を優先させ、自然環境の保

全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配慮し、健康で文

化的な生活環境の確保と町土の均衡ある発展を図ることを基本理念として、総合

的かつ計画的土地利用を図ります。 

このため、都市と自然が調和し、多くの人が安心して定住できる活力あるまちづ

くりを目指す中で、利府町総合計画等を反映した町土利用を図っていく必要があ

ります。 

 

２ 本町の特性 

本町は、宮城県のほぼ中央に位置し、東西約 12 ㎞、南北約 7 ㎞を占め、総面積

44.89k ㎡を有しており、仙台市、塩竈市、多賀城市、富谷市、松島町、大和町及

び大郷町の諸都市に接するとともに、東は松島湾に面しています。 

本町の地形は、北部及び西部には標高 100～200ｍのやや起伏のある富谷丘陵、

東部には標高 100～200ｍの松島丘陵の一部を成す森林、南東側には標高 70～80ｍ

の定高性のある塩釜丘陵があり、この丘陵の境界付近には、主要地方道仙台松島線

が通る平野が北東から南西方向に連続して伸びています。また、南西部の仙台市、

多賀城市から続く平野部には東北本線に沿って農地が広がり、そのほぼ中央に旧

来からの市街地が形成されています。 

本町の人口は、令和 2 年 12 月 1 日現在 36,027 人（住民基本台帳）で、大規模

団地開発や土地区画整理事業の進展によって増加基調にありますが、平成 2 年か

ら 7 年にかけて人口増加率（国勢調査ベース）が 54％と県内第 1 位を誇った値は、

平成 22 年から平成 27 年にかけては 5.4％と鈍化傾向にあります。 

産業面のうち工業については、しらかし台工業団地に加え、利府しらかし台イン

ターチェンジ周辺などの交通利便性が高い地区に集積しています。また、商業につ

いては、役場庁舎、利府駅、グランディ・２１、文化交流センター周辺ゾーンにお

いて、新たな商圏が形成されているとともに、その周辺や主要地方道仙台松島線に

沿って商業施設の立地が進んでいます。さらに、令和 3 年 3 月には東北地方最大

規模の大型商業施設が開業し、商業圏の拡大が期待されます。 

一方、農林水産業については、梨、カキ、ワカメ等の特産品がありますが、事業

者は減少傾向にあり、平成 27 年には第一次産業従事者の割合は全体の 2％となっ

ています。観光産業については、平成 23 年の東日本大震災の影響により観光入込
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客数が減少しましたが、県民の森・青少年の森、宮城県総合運動公園、加瀬沼公園、

JR 東日本新幹線総合車両センター等などへの来訪者が戻り、平成 30 年には震災前

の水準に概ね戻っている状況です。 

 

３ 今後の課題 

ア 持続的な人口増加に向けた新たなまちづくりへの挑戦 

全国的に人口減少及び少子高齢化が進行していくなかで、これまでの町民サー

ビスを維持しながら、より満足度の高いまちづくりを持続していくためには、長期

的な将来を見据えた「大きな目標」を町民、事業者、行政で共有しながら、その目

標の達成に向けた新たなまちづくりに挑戦していくことが極めて重要です。 

人口減少と少子高齢化の波を乗り越えるためには、持続的な人口増加に向け、

「子育て世帯の転入促進」「若者の転出抑制」「出生率の向上」が大きな鍵となるこ

とから、自然と都市が調和した「暮らしやすさ」に加え、「住んでみたい」「住み続

けたい」と感じてもらうための新たな付加価値の創出が必要となります。 

 

イ 持続的な発展に向けた適切な土地利用の推進 

これまでの町民サービスを維持し、さらに利便性が高く暮らしやすいまちへと

発展していくため、本町では、仙台市への近接性やアクセスの良さを生かしたまち

づくりにより、更なる利便性の高い都市空間づくりが求められます。 

また、公共交通の充実に対する町民ニーズは高く、町内の主幹道路（利府街道や

大型ショッピングセンター周辺道路）などでは慢性的な交通渋滞の緩和が課題と

なっています。 

そのため、新たな都市開発を推進しながら、本町の大きな課題である公共交通の

充実と渋滞緩和に向けた道路網の整備を進めるなど、適切な土地利用の推進が重

要となります。 

 

ウ 地域の特性を活かした活性化 

本町においては、これまで大規模住宅地や各種施設、インフラ等の整備が進めら

れてきましたが、今後も引き続き中心市街地の活性化、就業の場の創出、定住人口

の確保に向けた新たな整備が必要となる一方で、各地域の特性に十分配慮し、相互

連携のもと活性化を図ることが求められています。 
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エ 災害危険性の克服 

東日本大震災やその他の自然災害等により、改めて防災面の取組が課題として

認識され、土地利用面でもこれに対応することが必要です。 

そのほか、降雨については局地化・集中化が近年みられており、今後の水害、土

砂災害が頻発化・激甚化することも懸念されます。 

このため、地震・津波や降雨被害などの大規模災害に備え、ライフラインの構築

や安定的な給水の確保など、国土強靭化を目指した安全で安心できる災害に強い

都市構造の形成が求められています。 

 

オ 豊かな自然や歴史・文化が育んできた地域資源の活用 

本町は豊かな自然環境や史跡・文化財が分布し、地域固有の貴重な自然的、歴史

的資源にも恵まれています。全国的に人口減少が進んでいくなかで、定住人口だけ

でなく、交流人口や関係人口を増やしていくことも重要となり、これらの地域資源

の保護・保存を図りながら活用に留意した整備が求められています。 

また、町の景観を形成する森林は、町土の保全などの公益的な機能を有している

ことから、これらの機能を総合的に発揮できるような自然環境と調和した長期的

な展望に立った計画的な土地利用を図ることが必要です。 
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４ 町土の利用に関する基本構想 

（１）町土利用の基本方針 

本計画においては、町土利用上の諸課題を踏まえ、以下の基本方針により、より

良い状態で町土を次世代へ引き継ぐことができる土地利用を進めます。 

 

ア 本町の総合計画では、「～もっと先へ、チャレンジ利府！～みんなの夢がかな 

うまち」を将来像として、町民一人ひとりが幸せを実感し続けられる暮らしや環 

境を次世代にも継承していくために、将来的に『町から市へと発展する』という 

長期的な大目標をしっかりと見据え、「もっと先へ、チャレンジ利府！」を合言 

葉として、誰もが町への想いや誇りをつなぎながら、一人ひとりの夢と希望を、 

そして、未来を担う子どもたちの夢をかなえられる持続可能なまちを目指して 

いきます。 

  また、本町の更なる活力の維持・向上に向け、合計特殊出生率の向上や転出抑 

制及び転入促進を図っていきながら、将来的な市制移行も見据え、令和 12 年度 

の人口が 38,800 人に達成することを目標とします。 

  そのために、「誰もが幸せを実感できる着実なまちづくり」及び「成長と成熟 

による持続的な発展に向けたチャレンジ」の考え方に基づき、町民一人ひとりの 

夢と希望を、そして、未来を担う子どもたちの夢をかなえられる持続可能なまち 

づくりに向けた町土利用を図ります。 

 

イ 総合計画における将来像を達成するために、本町の特性や特有の資源を生か

しながら、生活基盤、産業、文化振興等の視点から以下の考え方に基づいて、ま

ちづくり及び町土利用を進めていきます。 

 ・ 本町特有の豊かな自然環境と快適な都市環境を動力に、これからも世代を問 

わずそれぞれのライフステージで快適に暮らし続けることのできる都市として 

の価値を高めていきます。また、本格的な人口減少時代を迎え、都市間競争が激 

化する時代のなかで暮らしの場として選ばれる魅力的な定住都市を目指します。 

 ・ 魅力的な居住環境の創出と合わせて働く場を確保することで、利府ならでは 

の職住が近接した都市を目指します。また、優れた立地条件を最大限に生かした 

多様な産業の集積を図ることで、地域のみならず仙台圏域の経済活動のさらな 

る発展・飛躍を支える産業都市を目指します。 

 ・ 本町が有する拠点的な施設を有機的に連携させ、相乗効果で新たなエネルギ 

ーを生み出すための動線や滞留空間の形成により、スポーツ・文化芸術・地場産 
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業を通じて多様な人びとが行き交い、賑わう交流都市を目指します。 

 

ウ 国は、東日本大震災の復興期間を 2011 年から 2020 年度の 10 年間とし、特に

後期 5 か年については、復興のステージが進むにつれて生じる新たな課題や多

様なニーズに対応する「復興・創生期間」と位置付けて復興に取り組んできまし

た。この期間が令和 3 年 3 月で終了することから、今後は今まで築いてきた基

盤をもとにそれらの運用、更なる充実に向けた取組を進め、災害に強い町土づく

りに資するよう、防災機能の強化とコミュニティの維持に配慮した町土利用を

進めます。 

 

エ どのような大規模自然災害等が起こっても機能不全に陥らない、「強さ」と「し

なやかさ」を兼ね備えた安全・安心な地域づくりを進めます。大津波による浸水

が想定される地域では、発生頻度や被害想定に対応した防災対策を講じるとと

もに、内陸・山間部においては、山崩れや土砂災害を防止する取組を進めるなど、

安全かつ合理的な町土利用を図ります。 

  また、道路や公共施設などライフラインとなる施設については災害が及ばな

い構造への転換や整備を通して、全体的な被害の軽減を図ります。 

 

オ 町土利用の質的向上に関しては、環境負荷低減、自然環境の保全、歴史的風土

の保存等に配慮した適正な町土利用を通じて、快適かつ健康的な生活環境の維

持・確保に努めます。また、被害を最小限に抑える減災・防災を目指し、安全で

安心できる災害に強い都市構造の形成を図ります。特に、市街地においては多様

な都市機能の適正な配置など土地の有効利用による良好な市街地環境を確保す

るとともに、利便性や機能性だけでなく自然環境に配慮した市街地の形成を図

ります。 

 

カ 持続的な発展に向け、これまでの町民サービスを維持し、さらに利便性が高く

暮らしやすいまちへと発展していけるよう、地域の活性化につながる土地利用

を進めます。 

 

キ 地域別の町土の利用に当たっては、各地域の特性に十分配慮し、地域の実情に

即した創意工夫ある取組と相互連携のもと活性化を図り、均衡ある発展を促進

します。  
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（２）利用区分別の町土利用の基本方向 

町土利用の基本方針を踏まえ、今後の町土の利用目的に応じた区分（以下「利用

区分」という。）ごとの基本方向を次のとおりとします。 

 

ア 農地 

農地は、優良農地を確保し、町土保全等の多面的機能を持続的に発揮させるため

に良好な管理を行うとともに、農業の担い手への農地の集積を図り、効率的な利用

及び耕作放棄地の発生防止と解消を図ります。さらに、本町の立地条件を生かし、

野菜、果樹等の都市近郊型農業を促進するほか、都市住民と交流の場となる農園と

しての利用や観光農業を促進します。 

 

イ 森林 

森林は、温室効果ガス吸収源対策の着実な実施、森林資源の成熟化、木材の需給

動向の変化等を踏まえ、将来の世代が森林の持つ多面的機能を享受できるよう、緑

豊かで美しい森林づくりに向けて、多様で健全な森林の保全に努めます。 

特に、森林地域や県立自然公園、緑地環境保全地域、特別名勝松島等の自然環境

の保全を図るべき森林については、指定理由に基づき、適正な維持・管理を働きか

けます。また、丘陵地の山林は、水源かん養・土砂災害防止・生物多様性保全・自

然景観形成等の多様な機能を有する資源として、適切な管理に努めます。 

また、これらの資源を活用しながら、町民及び町外の人の交流拠点として活用し

ていきます。 

 

ウ 原野等 

原野等は、地域の自然環境を形成する機能に十分配慮しつつ適正な利用を図り

ます。 

 

エ 水面・河川・水路 

水面・河川・水路は、河川氾濫地域及び土砂災害危険箇所における安全性の確保、

農業用用排水路の整備等に要する用地の確保を図るとともに、施設の適切な維持

管理・更新や水面の適正な利用を通じて、既存用地の持続的な利用を図ります。 

主要な河川である砂押川・勿来川については、河川整備計画に基づく適切な護

岸・堤防の整備や河川管理施設の維持管理を関係機関に働きかけます。 

また、水面、河川及び水路の整備に当たっては、流域の特性に応じた健全な水循

環系の構築等を通じ、水質の保全等自然環境の保全・再生に配慮するとともに、自
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然の水質浄化作用、生物の多様な生息・生育環境、潤いのある水辺環境、都市にお

ける貴重なオープンスペース、熱環境改善など多様な機能の維持・向上を図りま

す。 

更には、河川愛護団体等と協力しながら清掃活動・堤防除草活動を推進し、都市

環境に潤いをもたらす親水空間としての保全に努めます。 

 

オ 道路 

一般道路については、地域間の交流・連携を促進し、町土の有効利用及び良好な

生活・経済基盤の整備を進める上で重要な役割を担っていることから、必要な用地

の確保を図るとともに、施設の適切な維持管理・更新を通じて、既存用地の持続的

な利用を図ります。 

また、主要幹線道路は、町内の地域間や隣接する都市間の交通需要に対応する広

域的・骨格的な道路として、必要な整備を関係機関に働きかけます。町管理以外の

道路については必要な整備を関係機関に働きかけるほか、町管理の道路について

は、交通需要や沿道の土地利用の変化等を勘案し、緊急性の高い区間から優先的に

整備を推進します。 

道路網の整備に当たっては、自動車専用道路、国県道及び都市計画道路等の幹線

道路、生活道路としての町道等について、防災道路ネットワークの形成により安全

性の強化を図るとともに、自動車交通公害の防止や環境の保全に十分配慮しなが

ら整備に努めます。また、人にやさしい道づくりのため、安全性・快適性・利便性

等の向上及び防災機能の向上並びに公共・公益施設の収容機能の発揮や環境の保

全に十分配慮します。特に市街地においては、周辺環境との調和に配慮した道路緑

化の保全に努めます。 

農道及び林道については、農林業の生産性向上及び農地並びに森林の適正な管

理を図るため、既存用地の適切な維持管理・更新を行いながら、必要な用地の確保

を図るとともに、自然環境の保全に十分配慮します。 

 

カ 住宅地 

住宅地については、豊かな住生活の実現及び秩序ある市街地形成の観点から、都

市施設が高水準で整備された居住環境を保全します。また、面的な整備が未実施の

地区においても、計画的に良好な居住環境の形成に努めます。 

さらに、耐震・環境性能を含めた住宅ストックの質の向上を図るとともに、住宅

周辺の生活関連施設の整備を計画的に進めながら、良好な居住環境が形成される

よう必要な用地を確保します。 

その他、今後、空き家・空き地の増加が懸念されることから、適切な維持管理を
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促すとともに、有効な利活用等を進めます。 

 

キ 工業用地 

工業用地については、町民所得の向上や雇用機会の拡大、地域人口の定住化を図

り、町土の均衡ある発展を目指し、グローバル化や情報化の進展等に伴う工場の立

地動向、産業・物流インフラの整備状況及び地域産業活性化の動向等を踏まえ、周

辺の住宅地や自然環境との調和を図りながら、必要な用地の維持・集積を図りま

す。 

また、三陸縦貫自動車道や仙台北部道路などの広域高速交通体系を生かした新

たな産業拠点の形成に努めます。 

 

ク 事務所・店舗用地  

事務所や店舗等のその他の宅地については、多様な生活サービス機能の集積・拡

充を図るとともに、商業業務地区に残る低未利用地は土地利用を積極的に促進す

るなど、人口の増大や都市化の進展、経済情勢の変化等に応じて、周辺環境に配慮

しながら計画的な整備に努めます。 

また、地域コミュニティの維持・活性化を図るため、地域バランスに配慮した地

域の拠点づくりを進めます。 

 

ケ 公用・公共用地 

文教施設、公園緑地、環境衛生施設、厚生福祉施設及び交通施設等の公用・公共

用施設の用地については、町民生活上の重要性と国際化、高度情報化、高齢化等に

よるライフスタイルの変化とニーズの多様性を踏まえ、景観及び環境の保全に配

慮しながら既存施設の有効利用や計画的な整備に努めます。なお、施設の整備に当

たっては耐災性の確保と災害時における施設の活用に配慮します。 

また、図書館やホール等が一体となった文化交流センターの整備を主軸に、芸術

活動や学習活動の拠点としての機能増進を図るため、その周辺を含めて面的な市

街地整備を推進します。 

 

コ その他 

レクリエーション用地については、観光の振興、自然とのふれあい志向の高まり

を踏まえ、自然環境の保全を図りつつ、新たな地域振興や活性化施策とあわせた有

効利用を進めます。 

低未利用地については、都市的土地利用への計画的な転換や、町土の有効利用及

び環境保全の観点から利活用の促進に努めます。 
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沿岸海域については、松島湾を有し、漁業やレクリエーション等各種利用への多

様な期待があることから、自然的・地域的特性及び経済的・社会的動向を踏まえ、

長期的視点に立った総合的利用を図ります。この場合、環境及び文化財の保全に配

慮します。 

 

サ 市街地（人口集中地区） 

市街地（人口集中地区）については、市街地人口・面積ともに今後も増加が見込

まれるため、土地利用の高度化と安全で快適な環境の形成を図るとともに、今後新

たな市街化を図るべき区域においては、地域の特性を踏まえた良好な市街地の整

備を計画的に推進します。 

合わせて、公共交通の利便性や大規模商業施設の集客力を生かして、子育て・医

療・金融等の多様な生活サービス機能の集積・拡充を図ります。 
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５ 町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその

地域別の目標 

 

（１）町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標  

 

ア 計画の基準年次を平成 27 年とし、目標年次を令和 12 年とします。 

 

イ 土地の利用に関し、その前提となる基礎数値として平成 27 年を基準に、令和

12 年の人口 38，800 人に達するものと想定します。 

 

ウ 土地の利用目的に応じた利用区分は、農地、森林、道路、宅地等の地目別区分

及び市街地とします。 

 

エ 土地の利用区分ごとの規模の目標については、土地の利用の現況とその推移

についての調査に基づき、将来人口等を前提として、利用目的区分別に必要な土

地面積を予測し、土地利用の実態と合わせ、総合的な調整を行い定めるものとし

ます。 

 

オ 土地利用の構想に基づく令和 12 年の利用区分ごとの規模の目標は、次表のと

おりです。 

 

カ なお、以下の目標数値は、今後の社会経済動向の変動などにかんがみ、弾力的

に理解されるべき性格のものです。 
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町土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

利用区分 
面積（単位：ha） 構成比（単位：％） 

平成 27 年 令和 12 年 平成 27 年 令和 12 年 

農地 447 425 10.0 9.5 

田 288 280 6.4 6.2 

畑 159 145 3.5 3.2 

森林 2,239 2,221 49.9 49.5 

原野等 8 8 0.2 0.2 

水面・河川・水路 90 90 2.0 2.0 

水面 43 43 1.0 1.0 

河川 33 33 0.7 0.7 

水路 14 14 0.3 0.3 

道路 337 350 7.5 7.8 

一般道路 310 323 6.9 7.2 

農道 19 19 0.4 0.4 

林道 8 8 0.2 0.2 

宅地 511 537 11.4 12.0 

住宅地 341 364 7.6 8.1 

工業用地 14 18 0.3 0.4 

その他の宅地 156 155 3.5 3.5 

その他 857 858 19.1 19.1 

合計 4,489 4,489 100.0 100.0 

市街地（人口集中地区） 234 240   

※平成 27 年の市街地（人口集中地区）は国勢調査による面積を記載しています。 
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（２）地域別の概要 

地域の区分については、町土の自然的、社会的、経済的諸条件を勘案して、次の

３つの地域に区分します。 

 

地域の区分 地域の範囲 

西部地域 
神谷沢、菅谷一部、菅谷二部、沢乙、しらかし台、花園、青山、 

青葉台、菅谷台、皆の丘 

中央部地域 
加瀬、野中一部、野中二部、町加瀬、大町、館、仲町、東町、藤田、 

新中道 

東部地域 春日一部、春日二部、赤沼、浜田、須賀、葉山 

 

ア 西部地域 

西部地域は、県民の森等の広大な森林を背後に持つ一方、地域の南部は仙台市に

隣接する地域として比較的早い時期から宅地化が進行した地域であり、主要地方

道仙台松島線沿いには、仙台市と連担する市街地を形成しています。地域北部は昭

和50年代後半からしらかし台をはじめとする大規模住宅団地の整備が行われ一大

市街地を形成しています。地域中央には国体やＦＩＦＡワールドカップが開催さ

れ、現在は大型イベントの会場として県内はもとより県外からも多くの人々が訪

れる宮城県総合運動公園、利府町中央公園等のスポーツ施設に加え、福祉施設や医

療機関が充実しています。また、三陸縦貫自動車道と東北縦貫自動車道を結ぶ仙台

北部道路の利府しらかし台インターチェンジを有し、自然環境との調和がとれた

都市的土地利用度の高い地域となっています。 

今後は、既存住宅地における良好な環境の維持・保全に努めていきます。特に先

行して形成された住宅においては、若い世代の居住を促進し、世代間バランスを確

保することで地域コミュニティの維持・活性化を図ります。 

また、人口増加の受け皿となる新たな住居専用地等を確保するとともに、大規模

商業施設との近接性を生かした商業・業務地、交通条件を生かした新たな工業・流

通業務地の複合的な市街地整備を進めていきます。 

西部地域の北部では、しらかし台工業団地を中心に、周辺の住宅地との環境上の

調整を図りながら、地域・圏域の経済を支える工業・流通業務地としての土地利用

を継続するとともに、仙台北部道路利府しらかし台インターチェンジの近接性な

ど、優れた交通条件を生かした新たな産業拠点を創出し、企業誘致を積極的に図っ
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ていきます。あわせて、緑地の整備等良好な環境の維持に努めます。 

また、宮城県総合運動公園と県民の森を広域的なスポーツ、レクリエーション拠

点として、利府町中央公園を町民スポーツ活動の拠点として、引き続き積極的な活

用を図るとともに、広域連携による観光振興に向けた活用を行います。さらに、広

域防災拠点として、宮城県や関係機関と連携した運用体制を強化・充実していきま

す。 

 

イ 中央部地域 

中央部地域は、町の中心としての役割を担う地域で、地域中央の利府駅前では土

地区画整理事業によって基盤整備が行われ、生涯学習センターや十符の里プラザ

などの公共・公益施設が集積するとともに、中央部地域の西部から中央にかけては

大規模店舗を核とする商業施設が立地し都市機能が充実した地域となっています。 

さらに、令和 3 年 3 月には東北地方最大規模の大型商業施設が開業したほか、

令和 3 年 7 月には利府町文化交流センター「リフノス」が開館予定となっており、

商業圏の拡大やにぎわいの創出が期待されます。 

一方、中央部地域の北部の丘陵地には史跡公園である館山と広大な森林が、地域

南部は塩竈市と連担して住宅地が形成され、丘陵部には梨園等の農地が広がって

おり、加えて塩竈市と多賀城市との境には都市公園としての機能を有する加瀬沼

が位置しています。 

今後は、利府駅周辺地区と役場庁舎周辺地区に加え、文化交流センターの整備と

合わせて、地域特性や個性を最大限に生かし、移住・定住のための住居基盤の整備

のみならず、歩行者空間の創出、沿道サービス店舗の誘致等によりまちなかの回遊

性を向上させ、町内外の多くの人が行き交い、賑わう新たな市街地の整備を目指し

ます。 

また、若者から高齢者まで多様なニーズに対応した都市拠点の形成に向けた住

宅地の形成を図るとともに、優れた交通条件、都市拠点への近接性を生かした商

業・業務地の整備を進め、生活サービス施設の誘導を図ります。更には、宿泊や産

業機能の強化としてのビジネス利用を視野に入れた宿泊施設の誘致を推進します。 

中央部地域の北部については、森林の保全を基本としながら丘陵部に広がる館

山公園を緑豊かなレクリエーション施設として活用していくとともに、町民生活

上、重要な公共施設の整備を進めていきます。また、中央部地域の南部の加瀬沼周

辺については、希少な水生植物が残る地域の自然資源の保全を進めるとともに、そ

れらを生かした広域的なレクリエーションの拠点としての活用を進めます。 

 

新利府駅周辺については、大型商業施設や新幹線総合車両センターを生かし、賑



17 

わいを創出していくとともに、農地と市街地との調和を図りながら計画的に良好

な市街地整備を進めていきます。 

 

ウ 東部地域 

東部地域は、主要地方道仙台松島線沿いに集落が形成され、その南北両側に丘陵

地が連なる内陸部と、国道 45 号沿いに集落が形成され、「特別名勝松島」の一部を

形成し「表松島」と呼ばれる風光明媚な臨海部によって構成されています。 

また、沿岸部に位置する浜田・須賀では、東日本大震災によって甚大な津波被害

を受けました。その後、復興が進み、地域の自立と創生のシンボル及び新たな町の

観光資源となる（仮称）浜田復興交流センターの整備についても検討が行われてい

ます。 

内陸部の北部丘陵地である葉山には、優れた自然環境と調和した質の高い住宅

地が整備され、保育所、公営住宅等の公共公益施設が立地しています。 

また、三陸縦貫自動車道春日パーキングエリアは、コンビニエンスストアを設置

した本格的な休憩施設であり、本町の情報発信基地としての役割を担っています。 

今後は、東部地域の沿岸部では、面的整備が未実施の地区での町道等の整備・改

良や空き家・空き地の公共的利活用による居住環境の向上を図ります。 

また、東部地域の北部では、葉山団地を中心に、都市基盤が整備された良好な居

住環境の維持・充実や生活を支える沿道サービス施設の誘導により、若い世代の居

住の促進、地域コミュニティの維持・活性化を図ります。 

更に、三陸縦貫自動車道松島海岸インターチェンジ周辺については、優れた交通

条件を生かした新たな工業・流通業務用地を確保するとともに、地域の拠点として

生活に必要なサービス機能の充実を図るための土地利用を誘導し、地域コミュニ

ティの維持・活性化を目指した拠点づくりを進めます。 

また、西部地域、中央地域に比べて公共交通網が少ないことから、近隣市町や交

通事業者との連携による広域的な公共交通網の形成の検討等を進めていきます。 

  



18 

６ 本計画を達成するために必要な措置の概要 

本計画を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりです。 

（１）国土利用計画法等の適切な運用 

土地基本法、国土利用計画法及びこれらに関連する土地利用関係法の適切な運

用により、土地利用の計画的な調整を推進し、適正な土地利用の確保を図ります。 

 

（２）地域整備施策の推進 

地域の特性を活かした活性化を図るため、幹線道路、生活道路等交通網の整備、

既成市街地、既存集落の環境整備、新市街地の計画的な整備、各種観光・レクリエ

ーション施設の整備等の諸施策については、各地域の特性を生かし、豊かな自然環

境との調和と快適な生活環境の整備を基本として展開していくものとします。 

 

（３）町土の保全と安全性の確保 

ア 町土の保全と安全性の確保のため、自然災害への対応として、土地利用との

調和及び地形等自然条件と土地利用配置との整合性に配慮した、河川等流域に

係る治水、利水施設等の整備を通じ、安全な町土利用への誘導を図ります。 

  特に、震災の教訓を踏まえ、大規模地震対策や津波、洪水・土砂災害対策及び 

水系ごとの治水施設等の整備など町土保全施設の整備を推進するとともに、森 

林の持つ町土保全と安全性の確保を果たす機能の向上を図り、自然災害に強い 

安全な市街地を形成します。 

 

イ 地域社会の安全性を確保するため、防災に配慮した道路整備や公共施設の配

置、ライフラインの確保、林地の保全、河川の氾濫による水害、砂防及び急傾

斜地崩壊の防止、海岸保全施設の整備等の諸施策を実施します。更に、町民の

主体的な避難を促進する観点から、ハザードマップの作成、配布や防災教育の

実施、地域や住宅等における防災施設・設備の整備を促進し、避難訓練等を推

進します。 

 

ウ 森林の持つ町土の保全機能の向上を図るため、間伐等の森林の整備、適切な

保全・管理に努めます。 

 

エ 人口、産業及び諸機能が集積している市街地等において、災害に配慮した町
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土利用への誘導、町土保全施設や地域防災拠点の充実、オープンスペースの確

保、ライフラインの多重化・多元化、危険地域については情報の周知等を図り

ます。 

 

（４）環境の保全と美しい町土の形成 

ア 地球温暖化対策を加速し、低炭素社会の構築を目指すとともに、良好な大気環 

境の保全を推進するため、太陽光発電等の新エネルギー導入の検討や省エネル 

ギー対策を推進し、公共交通機関の整備、利用促進や円滑な交通体系の構築、二 

酸化炭素を吸収する機能を有する森林や緑の適切な保全に努めます。 

 

イ 循環型社会の形成に向け、廃棄物の発生抑制（リデュース）、再利用（リユー 

ス）、再生利用（リサイクル）の３Ｒを一層進めるとともに、廃棄物の不法投棄 

等の不適正処理の防止と適切かつ迅速な原状回復に努めます。 

 

ウ 生活環境の保全を図るため、住居系、商業系、工業系等の用途区分に応じた適 

正な土地利用の誘導を進めます。また、住居とその他の用途の境界は、必要に応 

じて緩衝緑地帯の設置を図ります。 

 

エ 農地や森林の適切な維持管理、水辺地等の保全を通じ、水環境への負荷を軽減 

し、健全な水循環系の構築を図ります。また、健康を保護するため、土壌汚染の 

防止と被害の防止に努めます。 

 

オ 原生的な自然や野生生物の生息・生育、自然風景、希少性等の観点から優れて 

いる自然については、行為規制等により適正な保全を図ります。二次的な自然に 

ついては、適切な農林漁業活動や民間・ＮＰＯ等による保全活動の促進、必要な 

施設の整備等を通じてその維持・形成を図ります。 

  自然が劣化・減少した地域については、自然の再生、創出及び保全を図り、そ 

れぞれの自然の特性に応じて自然とのふれあいの場を確保します。 

 

カ 歴史的・文化的な風土の保存、文化財の保護等を図るため、土地利用の適正な 

誘導や開発行為等の適正な規制を行います。また、市街地においては、美しく良 

好な街並み景観や緑地・水辺景観の形成、農地や森林地域においては、景観の維 

持、形成を図ります。 
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（５）土地の有効利用の促進 

ア 農地 

農地については、農業生産基盤の計画的な整備や集積、高度利用の推進により、

優良農地の確保を図るとともに、野菜、果樹等の都市近郊型農業用地の確保等によ

って、農地の効率的な利用と生産基盤及び生産性の向上を図ります。  

 

イ 森林 

森林については、町土保全、水源かん養、山地災害の防止、生活環境の保全など

公益的機能の増進を促し、その機能が十分に発揮できるよう、健全な森林資源の確

保に努めるとともに、交流人口の確保に向けた自然とのふれあいやレクリエーシ

ョンなどの場として、森林の多様な利活用について検討します。 

 

ウ 水面・河川・水路 

治水及び利水の機能発揮に留意しつつ、生物の多様な生息・生育環境としての機

能の発揮のために必要な水量・水質の確保を図るとともに町民生活におけるゆと

りと潤いのある水辺空間の有効利用や親水性の向上、水と人とのふれあいの場の

形成を図ります。 

 

エ 道路 

主要道路の慢性的な渋滞を解消し、産業基盤や生活基盤の優位性を高めるため

に、有効な交通ネットワークを形成します。 

また、災害時にも有効に機能する防災道路ネットワークの早期形成に取り組む

とともに、公共・公益施設への収容、道路緑化等の推進を通じて、良好な道路景観

を形成し、道路空間の有効利用を図ります。 

 

オ 宅地 

都市機能の一層の充実に向けて、中心市街地の魅力を創造する環境整備を図る

とともに、利便性の高い地区において住宅地需要に応える新市街地の整備を促進

します。都市の形成にあたっては、地区計画の指定を推進しながら、土地の高度利

用と美しい街並みの形成を図ります。 

住宅地については、居住環境の整備や需要に応じた適正規模の宅地の供給に取

り組むとともに、まちづくり計画と連動し、安全性が確保され、安心して暮らせる

住まいづくりを推進します。また、既成市街地内の居住環境整備についても、人口

増への対応を見据え、需要に応じた適正規模の宅地の供給を促進します。加えて、



21 

既存の住宅ストックの質の向上による有効活用や既存の住宅団地の再生、住宅の

長寿命化等を通じて持続的な利用を図ります。 

工業用地については、グローバル化の進展等に伴う産業の高付加価値化や構造

変化、工場の立地動向を踏まえ、三陸縦貫自動車道や仙台北部道路などの広域高速

交通体系を生かした産業拠点の形成に努め、質の高い低コストの工業用地の整備

を計画的に進めます。 

店舗や事務所用地等その他の宅地については、地域の景観と周辺地域の土地利

用との調和を図りながら、商業圏の拡大や町民の利便性に応えた商業の良好な環

境形成と土地の有効利用を図ります。 

これらの整備を進める際は、周辺環境との調和及び公害防止の充実を図ります。  

 

カ 低未利用地等 

低未利用地のうち、耕作放棄地については、町土の有効利用並びに町土及び環境

の保全の観点から、周辺土地利用との調整を図りつつ、地域住民の理解を得ること

に努めながら、有効利用に努めます。 

市街地における低未利用地については、町土の有効利用及び良好な都市環境の

形成の観点から、再開発用地としての利用を促します。また、農地から宅地へと転

換された後に低未利用地となった土地については、新たな土地需要がある場合に

は、優先的に再利用を図る一方、状況に応じて自然と共生する計画的かつ適正な活

用を促進します。 

 

キ その他 

土地の所有者が良好な土地管理と有効利用を図るよう誘導します。また、市街化

区域内農地について、宅地化するものと保全するものの区分を踏まえ、これらを活

用した計画的なまちづくりを推進します。 

 

（６）土地利用転換の適正化 

ア  土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさに

十分留意した上で、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の

整備状況その他の自然的・社会的条件を考慮して適正に行うこととします。ま

た、転換途上であっても、これらの条件の変化を考慮して、必要があるときは、

速やかに計画の見直し等の適切な措置を講じます。 

 

イ  大規模な土地利用の転換については、その影響が広範に及ぶため、周辺地域
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も含めて事前に十分な調査を行い、町土の保全、安全性の確保、環境の保全等

に配慮しつつ、適正な土地利用を図ります。また、地域住民の意向等地域の状

況を踏まえるとともに、総合計画、都市計画マスタープラン等との整合を図り

ます。 

 

ウ  農地の利用転換については、食料生産の確保、農業経営の安定や地域景観、

自然環境等に及ぼす影響に配慮し、優良農地の確保、保全に十分留意しなが

ら、他の土地利用との計画的な調整を図りつつ、無秩序な転換の抑制に努めま

す。 

   森林の利用転換については、災害の発生、環境の悪化等公益的機能の低下を

防止することに十分配慮して、総合的な土地利用との調和を図ります。 

   農地と宅地が混在している地域においては、各種計画との調整に努め、農

地、宅地等相互の土地利用の秩序ある共存を図ります。 

 

（７）多様な主体との連携・協働による町土管理の推進 

本町が将来にわたって持続可能な都市として発展していくため、従来の行政に

よる公的な役割の発揮や土地所有者等による適切な管理に加え、土地所有者、地域

住民、企業、ＮＰＯ、行政等の多様な主体による連携・協働のまちづくりを推進し、

市街地における既存ストックの活用や、森林づくり活動、河川・湖沼環境の保全活

動、農地の保全管理活動等への参加、地元農産品や地域材製品の購入、緑化活動に

対する寄附など、様々な方法により町土の適切な管理に参画する取組を推進しま

す。 

 

（８）町土に関する調査の推進と成果の普及啓発 

町土を総合的に把握するため、町土に関する基礎的な調査を推進するとともに、

その総合的な利用を図ります。 

また、土地所有者の高齢化等の進展により、森林や農地等の境界や所有者が不明

となる土地が発生することを防ぐため、境界の保全や台帳の整備等の取組を推進

します。 

さらに、町民による町土への理解を促し、本計画の総合性及び実効性を高めるた

め、調査結果の普及及び啓発を図ります。 
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（９）指標の活用 

計画の推進等にあたっては、各種の指標等を活用し、町土利用を取りまく状況や

町土利用の現況等の変化及びこれらの分析を通じて計画推進上の課題を把握し、

計画がその目的を達するよう効果的な施策を講じます。 


